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１．合併浄化槽を設置すると‥‥ 

（１）生活環境・自然環境の改善につながります 
 

単独浄化槽・汲み取り便槽では、 

 

 

 

 

 
 

合併浄化槽では、 

 

 

 
 

トイレだけでなく生活雑排水すべてを処理して、きれいになった水を側溝・河川に放流

するため、悪臭・害虫の発生を抑えて、生活環境・自然環境の改善につながります。 
 

 

（２）汲み取り式トイレの管理が不要に 
 

トイレが水洗化されると、汲み取りの必要がなくなり、特有の臭いもなくなります。 

 

 

２．合併浄化槽の設置工事店 

（１）合併浄化槽の設置は、『浄化槽設置 工事店』が行います。 

右のページの一覧表をご確認願います。 
 

 

（２）工事の申込・補助金申請から完了まで、設置工事店にお任せで安心 

 

 

      

※ 合併浄化槽の設置代金は、土地の形状・排水管の位置などの条件により、異なります。 

（３）見附市内の合併浄化槽設置工事店（５０音順・令和３年７月現在） 

番号 工事店の名称 所在地 
電話番号 
（0258） 

１ 旭設備工業 (株) 月見台１丁目 2516番地 1 63 - 2202 

２ (有) 北村設備 市野坪町 51番地 11 62 - 5747 

３ 坂口ポンプ店 今町 2丁目 10番 70号 66 - 2736 

４ (有) 佐藤鉄工 南本町 3丁目 1番 8号 62 - 0412 

５ (有) 下田屋金物店 細越 2丁目 2番 49号 62 – 0859 

６ (株) 清水配管 今町 3丁目 5番 24号 66 - 2441 

７ (有) 韮沢工務店 学校町 1丁目 5番 3号 62 - 1460 

８ (有) 見附設備 市野坪町 1197番地 9 63 - 2288 

９ (株) 山田工機 本町 2丁目 14番 15号 62 - 4354 

※ 市内の設置業者のみ掲載しております。市外の浄化槽設置業者については、上下水道局へお問い合わせください。 

 

 

３．合併浄化槽の設置費用の一部を補助します 

（１）補助対象の浄化槽 

浄化槽の種類 国土交通大臣による認定を受けた合併浄化槽 

補助対象 

費用 

工事費 浄化槽の設置費（掘削、基礎コンクリート、浄化槽の据付など） 

機器 合併浄化槽本体、ブロワー（浄化槽の空気を送る機械） 

申請期間 年度内に、浄化槽の設置・補助金交付請求を行うことが必要です 
 

（２）浄化槽の大きさに応じて補助金額に上限があります 

浄化槽の大きさ 5人槽 6～7人槽 8～10人槽 11～20人槽 21人槽以上 

用途別の 
補助上限額 

家庭用 750,000円 1,020,000円 1,160,000円 2,200,000円 3,560,000円 

事業用 750,000円 1,020,000円 

備考 浄化槽の大きさは住宅等の面積に応じて決まります 
 

（３）補助金額の計算方法 

① 補助対象費用から３１万円を引いた金額 

 

①と②の少ない方の金額が 

補助金額 ② 浄化槽の大きさに応じた補助金額 
      

※ 浄化槽設置者が、町内会等の地縁団体・生活保護受給者の場合、補助金額が変わりますので、上下
水道局設備係にお問い合わせ願います。 

 

（４）浄化槽設置費用の融資制度 

① 浄化槽の設置費用（トイレ改造費も対象） 

 

市内金融機関または 

見附市上下水道局に 

ご相談ください 

② 融資の限度額は１３０万円 

③ 融資利率は年 2.2％ 
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４．合併浄化槽の維持管理費用の一部を補助します 

（１）合併浄化槽を使うためには、適切な維持管理を行う必要があります 
 

合併浄化槽は、生活雑排水すべてを処理する施設です。適切に維持管理を行わないと、

生活雑排水がそのまま側溝・河川に流れて、悪臭や害虫が発生するおそれがあります。 
 

 

（２）このような維持管理が必要です 

水質検査 
浄化槽から側溝・河川に流れる水が汚れていないかを検査します。 
「法定１１条検査」という名前で、年１回の検査義務があります。 

保守点検 
生活雑排水をきれいにできるように、浄化槽内部を点検します。 
新潟県の登録を受けた事業者が、年３回（大型浄化槽は４回）点検します。 

清掃 
生活雑排水をきれいにする過程で、浄化槽内に汚泥が溜まっていきます。 
見附市の許可を受けた事業者が、年１回以上、浄化槽内部を清掃します。 

その他 
浄化槽が正しく機能するために、浄化槽本体の部品や浄化槽内部に空気を送る
機械（ブロワー）などを定期的に交換する必要があります。 

 

 

（３）まずは、維持管理費用の補助金受領資格認定を受けましょう 
 

合併浄化槽の維持管理費用について、補助金を受け取るためには、「補助金受領資格」が

必要となります。 

次の①～④のすべてに当てはまる合併浄化槽の管理者は、合併浄化槽を設置した次の年

度に「補助金受領資格」の申請を行うことができます。 

 

 

 

 
 

※① この案内が届いた方は、合併浄化槽整備区域内にお住まいです。 
 

※② 浄化槽を設置した翌年は、11条検査を実施しない場合あります。 

この場合、７条検査を受けた浄化槽を対象とします。 

 

「補助金受領資格」の申請を行うことができる浄化槽管理者には、見附市から申請に必

要な書類をお送りいたしますので、次の①～③を準備・保管しておいてください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

（４）維持管理費用の補助金額 
 

以下の費用について、補助金を交付します。 

 
 

 

 

「水質検査（11条検査）費用・保守点検費用」の合計金額 と 下表の金額 のどちらか少

ない方が補助金額となります。 
 

５人槽 ６～ ７人槽 ８～１０人槽 １１～２０人槽 ２１人槽以上 

20,400 円 22,400 円 25,400 円 28,400 円 38,000 円 

 

 

（５）維持管理費用の補助金を申請する方法 
 

次の①～④のすべてに当てはまる合併浄化槽の管理者は、「維持管理補助金」の交付申請

を行うことができます。 
 

 

 

 
 

 

「維持管理補助金」の交付申請を行うことができる浄化槽管理者には、見附市から必要

な書類をお送りいたしますので、次の①～③を準備・保管しておいてください。 

 

 

 

 
 

 

（６）見附市内の浄化槽の維持管理を行う事業者 
 

浄化槽の維持管理（清掃・点検）は、以下の事業者に依頼してください。 

なお、清掃事業者は「見附市長の許可」、点検事業者「新潟県知事への届出」が必要であ

り、これ以外の事業者には依頼できません。 

業種 事業者の名称 所在地 電話番号 

清掃・点検 (有) 午膓環境クリーン 見附市細越 2丁目 12番 25号 0258 – 63 - 3231 

清掃・点検 (有) 中部設備工業 見附市南本町 1丁目 8番 26号 0258 – 62 - 1464 

点検のみ 新潟日化サービス (株) 新潟市東区木工新町 1180番地 1 025 – 272 - 0080 

 

 

 
 

 

① 
見附市 
合併浄化槽
整備区域内 

② 
年１回の 

11条検査を 
受けた 

③ 
浄化槽は 
保守点検と 
清掃済 

④ 
前年度から 
合併浄化槽 
を継続使用 

① 
浄化槽の設置場所 
を示した位置図 
（住宅地図など） 

② 
浄化槽の 

保守点検・清掃を 
依頼した書類 

③ 
法定７条検査の 
依頼書（葉書） 
のコピー 

① 
維持管理 
補助金受領 
資格あり 

② 
年１回の 

11条検査を 
受けた 

③ 
浄化槽は 
保守点検と 
清掃済 

④ 
前年度から 
合併浄化槽を 
継続使用中 

① 
浄化槽の保守点検 
を実施したことを 

確認できる書類 

② 
 

11条検査結果の 
コピー 

 

③ 
保守点検 

11条検査・清掃 
の領収書コピー 

水質検査（11条検査） 
費用 

保守点検 
費用 

維持管理費用 
補助金 

見附市 上下水道局 設備係 電話：０２５８－６２－１７００ 内線：２０２ 
 

受付時間：平日（土日・祝日を除く、月曜～金曜）午前８時３０分から午後５時まで    見附市 浄化槽 🔍 


